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確かに、ホワイ トカラーを労
働基準法の労働時間規制から除
外させようという動きがありま

す。現在の労基法は、管理職で

ない限 り1日 8時 間、週40時間
を超 えた労働 には通常賃金の

25%増 、休 日出勤は35%増 を支払うことになっ
ています。この規制対象から非管理職のホワイ
トカラーの一部も除外 してしまおうというのがこ
の動 きであり、昨年 6月 、日本経団連が発表 し
た 「ホワイトカラー ・エグゼンプション (労働時
間等規制の適用除外)に 関する提言」です。
例えばクリエイター、マーケッターやシステム

エンジエア、あるいはデザイナーやインベス トメ
ントバンカーなどは仕事の性質上、残業や休 日
出勤なども多 く、労基法通 りに働 くのが難 しい

面 もあります。こうした 「仕事を完成 してなん
↓安!」のこれらスペシャルホワイトカラーは、結
果がすべて。専門的で自己裁量の高い仕事を単
なる労働時間で測ることはできないから、従来型
の時間評価はやめて成果で評価すべきというの
が、今回の考えの基本にあります。

日本経団連は、規制除外 とするホワイ トカ
ラーを年J勲00万円以上と提言 しています。そし
て残業代不払いや労働時間の長時間化が目的で
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なく、裁量ある働 き方の構築を目指す…という
のがホワイトカラー ・エグゼンプション導入の目
的としているのです。

一見、時代への対応を考慮 した斬新的改革案
に映 りますが、実はいくつかの問題点を含んでい

ると思われます。

まず労働意識と環境への影響が懸念されます。
いくら立派な根本概念はあるにせよ、企業の本
音は、導入することによって残業代を払わずにす
むことにあるでしょう。その結果、夜12時までた
だ働 きさせられる恐れがあります。年収基準で判
断しても、400万円以上のホワイトカラーは全て
が前述 したスペシャリストであるはずがありませ
ん。一般企業のホワイトカラーが殆どのなかで、
全ての職種に適用 し一律に残業代カットした場
合の影響は、はなはだ険悪な予見を否定できま
せん。

更に、裁量労働制を基盤 とするのであれば、
大半の社員が納得する成果管理システムが必要
となりますが、その根底 となる成果評価の納得
性が低 く、成果主義がうまく機能 しない国内企

業が多いのが現状です。ホワイトカラー ・エグゼ
ンプションを導入するには、多 くの課題を解決し
ていく必要があるでしょう。
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